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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

様式－7 

要求事項との対比表（ＳＡ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.1 原子炉圧力容器及び一次冷却材

設備 

5.1.2 重大事故等時 

5.1.2.1 概要 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物

を含む。）については，重大事故に

至るおそれのある事故時において，

重大事故等対処設備としてその健全

性を確保できる設計とする。②-5，

③-7，④-5 

また，炉心支持構造物について

は，重大事故に至るおそれのある事

故時において，原子炉冷却材の流路

が確保されるよう，炉心形状を維持

する設計とする。◇2 （②-5，③-7，

④-5） 

 

5.1.2.2 設計方針 

5.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉圧力容器は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使

用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇5  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.2 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 

環境条件等」に示す。 

原子炉圧力容器は，原子炉格納容

器内に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設

計とする。◇5  

重大事故等対処設備による原子炉

圧力容器への注水は，淡水だけでな

く海水も使用できる設計とする。◇5  

なお，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。◇5  

 

5.1.2.3 主要設備及び仕様 

原子炉圧力容器（重大事故等時）

主要仕様は，第5.1－4 表に示す。

◇4  

 

5.1.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 

操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉圧力容器は，通常の系統構

成により，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能及び漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。◇5  

また，発電用原子炉の停止中に内部

の確認が可能な設計とする。◇5  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

第六十二条 発電用原子炉施設には、

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧

の状態であって、設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な設備を施設し

なければならない。①，②，③，④，

⑤，⑥，⑦，⑧ 

 

（解釈） 

１ 第６２条に規定する「炉心の著し

い損傷」を「防止するため、 発電用

原子炉を冷却するために必要な設

備」とは、以下に掲げる 措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設 備をいう。 

 

（１）重大事故防止設備  

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備

すること。①，③ 

 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの

時間的余裕のない場合に対応 する

ため、常設重大事故防止設備を設置

すること。①，② 

 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止

設備は、設計基準事故対処 設備に対

して、多様性及び独立性を有し、位置

的分散を図ること。⑥ 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却するために必要な重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注

水系（可搬型）を設ける設計とす

る。また，炉心の著しい損傷に至る

までの時間的余裕のない場合に対応

するための低圧原子炉代替注水系

（常設）を設ける設計とする。 

①-1，①-2【62 条1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(g) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。①-1 

 

 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び

設備 

(1) 一次冷却材設備 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び

構造 

原子炉圧力容器は，想定される重

大事故等時において，重大事故等対

処設備として使用する。 

□5 （②-4，②-5，③-6，④-2） 

 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び

設備 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び

構造 

ｂ．重大事故等対処設備 

(c) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するた

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

5.6.1 概要 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。◇1  

（①-1） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

設備の系統概要図を第 5.6-1 図から

第 5.6-5図に示す。◇4  

また，想定される重大事故等時に

おいて，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（低圧注水モード），

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）及び低圧炉心スプレイ系が使

用できる場合は，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

①-3，①-5，①-6，①-7，①-8，①-

10 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）については，「5.2 残留熱除去

系」に記載する。低圧炉心スプレイ系

については，「5.3 非常用炉心冷却

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

①-2 引用元：P4 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めの設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。□1

（①-1） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備のうち，発電用原子炉を冷却

し，炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するための設備

として，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）を設ける。また，炉心の著し

い損傷に至るまでの時間的余裕のな

い場合に対応するため，低圧原子炉

代替注水系（常設）を設ける。①-2 

 

 

 

 

 

(c-1) 原子炉運転中の場合に用い

る設備 

(c-1-1) フロントライン系故障時

に用いる設備 

(c-1-1-1) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却 

系」に記載する。◇4  

5.6.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備のうち，発電用原子炉を冷却

し，炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するための設備

として，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）を設ける。また，炉心の著しい損

傷に至るまでの時間的余裕のない場

合に対応するため，低圧原子炉代替

注水系（常設）を設ける。◇1  （①-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる

設備 

ａ．フロントライン系故障時に用い

る設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備と

して使用する低圧原子炉代替注水系

（常設）は，低圧原子炉代替注水ポ

ンプにより，低圧原子炉代替注水槽

の水を残留熱除去系を経由して原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を

冷却できる設計とする。 

②-1，②-2【62 条2】 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，代替所内電気設備を経由した常

設代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，系統構成に

使用する電動弁は，非常用ディーゼ

ル発電設備に加えて，代替所内電気

設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

②-3【62 条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備と

して，低圧原子炉代替注水系（常

設）は，②-1低圧原子炉代替注水ポ

ンプにより，低圧原子炉代替注水槽

の水を残留熱除去系を経由して原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を

冷却できる設計とする。②-2 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計と

する。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備とし

て，低圧原子炉代替注水系（常設）を

使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

◇1  （②-1）低圧原子炉代替注水ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，低圧原子炉代替注水ポンプに

より，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉圧

力容器へ注水することで炉心を冷却

できる設計とする。◇1 （②-2） 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

非常用交流電源設備に加えて，代替

所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とす

る。 

◇1 （②-3） 

 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。◇1 （②-3） 

・低圧原子炉代替注水ポンプ◇1  

（②-2） 

・低圧原子炉代替注水槽（5.7 重

大事故等の収束に必要となる水

の供給設備）◇1  （②-2） 

・常設代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1 （②-3） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1  （②-3） 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の

流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び

配管貫通部を重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

②-4，②-5【62 条4】 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備と

して使用する低圧原子炉代替注水系

（可搬型）は，大量送水車により，

代替淡水源の水を残留熱除去系等を

経由して原子炉圧力容器に注水する

ことで炉心を冷却できる設計とす

る。 

③-1，③-2【62 条5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c-1-1-2) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備と

して□5 （③-1），低圧原子炉代替注

水系（可搬型）は，大量送水車によ

り，代替淡水源の水を残留熱除去系

を経由して原子炉圧力容器に注水す

ることで炉心を冷却できる設計とす

る。□5 （③-2） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備である大量送水車に

より海を利用できる設計とする。□2  

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替

電源設備）◇1 （②-3） 

 

本系統の流路として，②-4残留熱

除去系の配管，弁を重大事故等対処

設備として使用する。◇1 （②-1，②-

2） 

その他，設計基準対象施設である

原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用②-5し，設計基準事故

対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。◇7  

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備とし

て③-1，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，大量送水車，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，大量送水

車により，代替淡水源の水を残留熱

除去系等を経由して原子炉圧力容器

に注水することで炉心を冷却できる

設計とする。③-2 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要とな

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

のうち系統構成に使用する電動弁

は，非常用ディーゼル発電設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

③-3【62 条 6】 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジ

ンにより駆動できる設計とする。 

③-4【62 条7】 

 

 

大量送水車のポンプ駆動用燃料

は，大量送水車付燃料タンクに貯蔵

する。ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，非常用ディーゼル発電設備の

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下

「A-ディーゼル燃料貯蔵タンク」と

いう。），非常用ディーゼル発電設備

の B-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以

下「B-ディーゼル燃料貯蔵タンク」と

いう。）及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備のディーゼル燃料貯

蔵タンク（以下「ディーゼル燃料貯蔵

タンク」という。）は，大量送水車の

燃料を貯蔵できる設計とする。大量

送水車は，ガスタービン発電機用軽

油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計と

する。③-3 

 

 

 

また，大量送水車は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とす

る。③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る水の供給設備である大量送水車に

より海を利用できる設計とする。◇6  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，代

替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とす

る。◇1  （③-3） 

 

 

 

また，大量送水車は，ディーゼルエ

ンジンにより駆動できる設計とす

る。◇1  （③-4） 

 

 

燃料は，燃料補給設備であるガス

タービン発電機用軽油タンク，非常

用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク及びタンクロ

ーリにより補給できる設計とする。

③-5 

 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。◇1  （③-2） 

・大量送水車◇1 （③-2） 

・常設代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1  （③-3） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1  （③-3） 

・代替所内電気設備（10.2 代替

電源設備）◇1  （③-3） 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

補機駆動用燃料設備 

1. 補機駆動用燃料設備 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又はディーゼル燃料貯蔵タンクから

タンクローリ及びホースを用いて燃

料を補給できる設計とする。 

③-5，⑧【62 条 8】 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び

配管貫通部を重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

③-6，③-7【62 条 9】 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系が起動できない場合の重大事故等

対処設備として使用する低圧原子炉

代替注水系（常設）は，低圧原子炉

代替注水ポンプにより，低圧原子炉

代替注水槽の水を残留熱除去系を経

由して原子炉圧力容器へ注水するこ

とで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c-1-2) サポート系故障時に用い

る設備 

(c-1-2-1) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系が起動できない場合の重大事故等

対処設備として使用する低圧原子炉

代替注水系（常設）は，②-6(c-1-

1-1)低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却と同じで

ある。□1  

 

・燃料補給設備（10.2 代替電源

設備）◇2  （③-5） 

 

本系統の流路として，低圧原子炉

代替注水系（常設）の配管及び弁，残

留熱除去系の配管及び弁並びにホー

スを重大事故等対処設備として使用

する。 

 

その他，設計基準対象施設である

原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用③-6し，設計基準事故

対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として③-7使用する。◇7  

 

 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系が起動できない場合の重大事故等

対処設備として使用する低圧原子炉

代替注水系（常設）は，◇1 （②-6）

「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷

却」と同じである。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-6，②-2【62 条 10】 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，代替所内電気設備を経由した常

設代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。また，系統構成に

使用する電動弁は，非常用ディーゼ

ル発電設備に加えて，代替所内電気

設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

②-3【62 条11】 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の

流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び

配管貫通部を重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

②-4，②-5【62 条 12】 

 

 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系が起動できない場合の重大事故等

対処設備として使用する低圧原子炉

代替注水系（可搬型）は，大量送水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c-1-2-2) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系が起動できない場合の重大事故等

対処設備として使用する低圧原子炉

代替注水系（可搬型）は，③-8 (c-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイ系

が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する低圧原子炉代

替注水系（可搬型）は，◇1 （③-8）

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

②-6 引用元：P8 

②-2 引用元：P5 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

②-3 引用元：P5 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

②-4 引用元:P6 

②-5 引用元:P6 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車により，代替淡水源の水を残留熱

除去系等を経由して原子炉圧力容器

に注水することで炉心を冷却できる

設計とする。 

③-8，③-2【62 条13】 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

のうち系統構成に使用する電動弁

は，非常用ディーゼル発電設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

③-3【62 条14】 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジ

ンにより駆動できる設計とする。 

③-4【62 条15】 

 

 

 

大量送水車のポンプ駆動用燃料

は，大量送水車付燃料タンクに貯蔵

する。ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，非常用ディーゼル発電設備の

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下

「A-ディーゼル燃料貯蔵タンク」と

いう。），非常用ディーゼル発電設備

のB-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以

下「B-ディーゼル燃料貯蔵タンク」

という。）及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備のディーゼル燃

1-1-2)低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却と同

じである。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却」と同じである。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2 引用元:P6 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

③-3 引用元:P7 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

③-4 引用元:P7 

 

補機駆動用燃料設備 

（個別） 

1. 補機駆動用燃料設備 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-11 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料貯蔵タンク（以下「ディーゼル燃

料貯蔵タンク」という。）は，大量

送水車の燃料を貯蔵できる設計とす

る。大量送水車は，ガスタービン発

電機用軽油タンク，A-ディーゼル燃

料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク又はディーゼル燃料貯蔵タ

ンクからタンクローリ及びホースを

用いて燃料を補給できる設計とす

る。 

③-5，⑧【62 条16】 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物及び

配管貫通部を重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

③-6，③-7【62 条17】 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）が起動できない場合の

重大事故等対処設備として使用する

残留熱除去系（低圧注水モード）

は，常設代替交流電源設備からの給

電により復旧できる設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水モード）

は，常設代替交流電源設備からの給

電により機能を復旧し，残留熱除去

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c-1-2-3) 常設代替交流電源設備

による残留熱除去系（低圧注水モー

ド）の復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）が起動できない場合の

重大事故等対処設備として，常設代

替交流電源設備を使用し，残留熱除

去系（低圧注水モード）を復旧す

る。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

は，常設代替交流電源設備からの給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設代替交流電源設備による

残留熱除去系（低圧注水モード）の復

旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（低圧注

水モード）が起動できない場合の重

大事故等対処設備として，常設代替

交流電源設備を使用し，残留熱除去

系（低圧注水モード）を復旧する。 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

は，常設代替交流電源設備からの給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-5 引用元:P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

③-6 引用元:P8 

③-7 引用元:P8 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-12 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプによりサプレッションチェン

バのプール水を原子炉圧力容器へ注

水することで炉心を冷却できる設計

とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系(原子炉補機海水系を

含む。)又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。 

④-1【62 条18】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

重大事故等対処設備として使用する

原子炉補機代替冷却系は，移動式代

替熱交換設備を屋外の接続口より原

子炉補機冷却系に接続し，大型送水

ポンプ車により移動式代替熱交換設

備に海水を送水することで，残留熱

除去系熱交換器で除去した熱を最終

的な熱の逃がし場である海へ輸送で

きる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できな

い場合には，大型送水ポンプ車を屋

電により機能を復旧し，残留熱除去

ポンプによりサプレッション・チェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器へ

注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電により機能を復旧し，残留熱除去

ポンプによりサプレッション・チェ

ンバのプール水を原子炉圧力容器へ

注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）又は原子炉補機代替冷却系か

ら供給できる設計とする。◇1  （④-1） 

 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・常設代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備） ◇1 （④-1） 

・代替所内電気設備（10.2 代替

電源設備）◇1 （④-1） 

・原子炉補機代替冷却系（5.10 

最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備）◇1 （④-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.3 原子炉補機代替冷却系 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-13 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内の接続口より原子炉補機冷却系に

接続し，原子炉補機冷却系に海水を

送水することで，残留熱除去系等の

機器で発生した熱を最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送できる設計と

する。 

④【62条 19】 

 

移動式代替熱交換設備は，常設代

替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。また，大型送水ポンプ

車は，ディーゼルエンジンにより駆

動できる設計とする。 

④【62 条20】 

 

大型送水ポンプ車のポンプ駆動用

燃料は，大型送水ポンプ車付燃料タ

ンクに貯蔵する。ガスタービン発電

機用軽油タンク，非常用ディーゼル

発電設備のA-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク（以下「A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク」という。），非常用ディーゼ

ル発電設備のB-ディーゼル燃料貯蔵

タンク（以下「B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク」という。）及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備のデ

ィーゼル燃料貯蔵タンク（以下「デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク」とい

う。）は，大型送水ポンプ車の燃料

を貯蔵できる設計とする。大型送水

ポンプ車は，ガスタービン発電機用

軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.3 原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料設備（個別） 

1. 補機駆動用燃料設備 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-14 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク又はディーゼル燃料貯蔵タンクか

らタンクローリ及びホースを用いて

燃料を補給できる設計とする。 

④，⑧【62 条21】 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉圧力容器，炉心支持構造

物，原子炉圧力容器内部構造物，残

留熱除去系熱交換器，原子炉格納容

器（サプレッションチェンバ）及び

配管貫通部を重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

④-2，⑦【62 条22】 

 

非常用取水設備の取水口，取水管

及び取水槽は，設計基準事故対処設

備の一部を流路として使用すること

から，流路に係る機能について重大

事故等対処設備としての設計を行

う。④-6，⑧【62 条 23】 

 

 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，低圧炉心スプレイ系

が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する低圧炉心スプ

レイ系は，常設代替交流電源設備か

らの給電により復旧できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c-1-2-4) 常設代替交流電源設備

による低圧炉心スプレイ系の復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，低圧炉心スプレイ系

が起動できない場合の重大事故等対

処設備として，常設代替交流電源設

備を使用し，低圧炉心スプレイ系を

復旧する。 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である

原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備である残留熱

除去系及び◇2（①-3，①-6）原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）を重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用する。◇1 （④-1） 

 

(d) 常設代替交流電源設備による

低圧炉心スプレイ系の復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系

の故障により，低圧炉心スプレイ系

が起動できない場合の重大事故等対

処設備として，常設代替交流電源設

備を使用し，低圧炉心スプレイ系を

復旧する。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用取水設備（個別） 

1 非常用取水設備の基本設計方針 

 

 

 

④-6 引用元：P17 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.3 低圧炉心スプレイ系 

 

 

 

 

 

 

15



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-15 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替

交流電源設備からの給電により機能

を復旧し，低圧炉心スプレイポンプ

によりサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器へスプレイ

することで炉心を冷却できる設計と

する。【62 条24】④-3 

 

 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系(原子炉補機海水系を

含む。)又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。 

【62 条25】④-4 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

重大事故等対処設備として使用する

原子炉補機代替冷却系は，移動式代

替熱交換設備を屋外の接続口より原

子炉補機代替冷却系に接続し，大型

送水ポンプ車により移動式代替熱交

換設備に海水を送水することで，残

留熱除去系等の機器で発生した熱を

最終的な熱の逃がし場である海へ輸

送できる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できな

い場合には，大型送水ポンプ車を屋

内の接続口より原子炉補機冷却系に

接続し，原子炉補機冷却系に海水を

送水することで，残留熱除去系等の

機器で発生した熱を最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送できる設計と

 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替

交流電源設備からの給電により機能

を復旧し，低圧炉心スプレイ・ポン

プによりサプレッション・チェンバ

のプール水を原子炉圧力容器へスプ

レイすることで炉心を冷却できる設

計とする。④-3 

 

 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替

交流電源設備からの給電により機能

を復旧し，低圧炉心スプレイ・ポンプ

によりサプレッション・チェンバの

プール水を原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却できる設計とす

る。 

 

 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）又は原子炉補機代替冷却系か

ら供給できる設計とする。◇1  （④-1） 

 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・常設代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1 （④-1） 

・代替所内電気設備（10.2 代替

電源設備）◇1 （④-1） 

・原子炉補機代替冷却系（5.10 

最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備）◇1 （④-1） 

 

その他，設計基準対象施設である

原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，◇2（④-2）設計基準

事故対処設備である低圧炉心スプレ

イ系及び◇2（①-3，①-6）原子炉補機

冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.3 原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.3 原子炉補機代替冷却系 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-16 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

① 【62 条 26】 

 

移動式代替熱交換設備は，常設代

替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。また，大型送水ポンプ

車は，ディーゼルエンジンにより駆

動できる設計とする。 

② 【62 条27】 

 

大型送水ポンプ車のポンプ駆動用

燃料は，大型送水ポンプ車付燃料タ

ンクに貯蔵する。ガスタービン発電

機用軽油タンク，非常用ディーゼル

発電設備のA-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク（以下「A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク」という。），非常用ディーゼ

ル発電設備のB-ディーゼル燃料貯蔵

タンク（以下「B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク」という。）及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備のデ

ィーゼル燃料貯蔵タンク（以下「デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク」とい

う。）は，大型送水ポンプ車の燃料

を貯蔵できる設計とする。大型送水

ポンプ車は，ガスタービン発電機用

軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タン

ク又はディーゼル燃料貯蔵タンクか

らタンクローリ及びホースを用いて

燃料を補給できる設計とする。 

④，⑧【62 条28】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇1 （④-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.3 原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料設備（個別） 

1. 補機駆動用燃料設備 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-17 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧炉心スプレイ系の流路とし

て，設計基準対象施設である原子炉

圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物，残留熱除去系

熱交換器，原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）及び配管貫通部

を重大事故等対処設備として使用す

ることから，流路に係る機能につい

て重大事故等対処設備としての設計

を行う。 

④-5，⑦【62 条29】 

 

 

非常用取水設備の取水口，取水管

及び取水槽は，設計基準事故対処設

備の一部を流路として使用すること

から，流路に係る機能について重大

事故等対処設備としての設計を行

う。 

④-6，⑦【62 条30】 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し

た場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処

設備として使用する低圧原子炉代替

注水系（常設）は，低圧原子炉代替

注水ポンプにより，低圧原子炉代替

注水槽の水を残留熱除去系を経由し

ヌ その他発電用原子炉の附属施設

の構造及び設備 

(3) その他の主要な事項 

(ⅴ)非常用取水設備 

設計基準事故に対処するために必

要となる原子炉補機冷却系及び高圧

炉心スプレイ補機冷却系の冷却用の

海水を確保するために，取水口，取

水管及び取水槽を設置する。□9  

また，基準津波による水位低下時

において，冷却に必要な海水を確保

するために，海水ポンプを長尺化す

る。□9  

非常用取水設備の取水口，取水管

及び取水槽は，想定される重大事故

等時において，重大事故等対処設備

として使用する。④-6 

 

 

 

(c-1-3) 溶融炉心が原子炉圧力容

器内に残存する場合に用いる設備 

(c-1-3-1) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し

た場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処

設備として，低圧原子炉代替注水系

（常設）は，低圧原子炉代替注水ポ

ンプにより，低圧原子炉代替注水槽

の水を残留熱除去系を経由して原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に

残存する場合に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し

た場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処

設備として，低圧原子炉代替注水系

（常設）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

低圧原子炉代替注水ポンプ，配管・弁

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.3 低圧炉心スプレイ系 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5 引用元：P1 

 

 

非常用取水設備（個別） 

1 非常用取水設備の基本設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-18 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て原子炉圧力容器へ注水することで

原子炉圧力容器内に存在する溶融炉

心を冷却できる設計とする。 

⑤-1【62 条31】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し

た場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処

設備として使用する低圧原子炉代替

注水系（可搬型）は，大量送水車に

より，代替淡水源の水を残留熱除去

系等を経由して原子炉圧力容器に注

水することで原子炉圧力容器内に存

在する溶融炉心を冷却できる設計と

炉圧力容器へ注水することで原子炉

圧力容器内に存在する溶融炉心を冷

却できる設計とする。⑤-1 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計と

する。□1  （②-3） 

 

本系統の詳細については，(c-1-

1-1) 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却」に

記載する。□3  

(c-1-3-2) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による残留溶融炉心の冷

却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し

た場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処

設備として，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）は，大量送水車により，

代替淡水源の水を残留熱除去系等を

経由して原子炉圧力容器へ注水する

ことで原子炉圧力容器内に存在する

溶融炉心を冷却できる設計とする。

類，計測制御装置等で構成し，低圧原

子炉代替注水ポンプにより，低圧原

子炉代替注水槽の水を残留熱除去系

等を経由して原子炉圧力容器へ注水

することで原子炉圧力容器内に存在

する溶融炉心を冷却できる設計とす

る。◇1 （⑤-1） 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

非常用交流電源設備に加えて，代替

所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とす

る。◇1 （②-3） 

 

本系統の詳細については，

「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷

却」に記載する。◇4  

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による残留溶融炉心の冷却 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し

た場合において，原子炉圧力容器内

に溶融炉心が存在する場合に，溶融

炉心を冷却し，原子炉格納容器の破

損を防止するための重大事故等対処

設備として，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，大量送水車，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，大量送水

車により，代替淡水源の水を残留熱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-19 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

する。 

⑤-2【62 条32】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計と

する。□1  （③-3） 

 

 

また，大量送水車は，ディーゼルエ

ンジンにより駆動できる設計とす

る。□1  （③-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去系等を経由して原子炉圧力容器

に注水することで原子炉圧力容器内

に存在する溶融炉心を冷却できる設

計とする。◇1  （⑤-2） 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備である大量送水車か

らの送水により海を利用できる設計

とする。◇6  

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，代

替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

◇1 （③-3） 

 

また，大量送水車は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。

◇1  （③-4） 

 

燃料は，燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又

は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク及びタンクロー

リにより補給できる設計とする。◇2  

（③-5） 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-20 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉停止中において残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原

子炉代替注水系（常設）は，低圧原

子炉代替注水ポンプにより，低圧原

子炉代替注水槽の水を残留熱除去系

を経由して原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却できる設計とす

る。 

②-7，②-2【62 条33】 

 

 

 

発電用原子炉停止中において残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原

子炉代替注水系（可搬型）は，大量

送水車により代替淡水貯源の水を残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力

容器に注水することで炉心を冷却で

本系統の詳細については，(c-1-

1-2) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却」に

記載する。□3  

 

(c-2) 原子炉停止中の場合に用い

る設備 

(c-2-1) フロントライン系故障時

に用いる設備 

(c-2-1-1) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原

子炉代替注水系（常設）は，②-

7(c-1-1-1)低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却

と同じである。□3  

 

 

 

(c-2-1-2) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

発電用原子炉停止中において残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として使用する低圧原

子炉代替注水系（可搬型）は，③-

9(c-1-1-2)低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却と同じである。□3  

本系統の詳細については，

「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却」に記載する。◇4  

 

 (2) 原子炉停止中の場合に用いる

設備 

ａ．フロントライン系故障時に用い

る設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）の機能

が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する低圧原子炉代替注

水系（常設）は，◇1  （②-7）「(1)a.(a) 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

発電用原子炉の冷却」と同じである。

◇4  

 

 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

原子炉停止中において残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）の機能

が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する低圧原子炉代替注

水系（可搬型）は，◇1  （③-9）

「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却」と同じである。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

②-2 引用元：P5 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-21 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

きる設計とする。 

③-9，③-2【62 条34】 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉停止中において全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障

により，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用す

る低圧原子炉代替注水系（常設）

は，低圧原子炉代替注水ポンプによ

り，低圧原子炉代替注水槽の水を残

留熱除去系を経由して原子炉圧力容

器へ注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。 

②-8，②-2【62 条 35】 

 

 

発電用原子炉停止中において全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障

により，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用す

る低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，大量送水車により，代替淡水源

の水を残留熱除去系等を経由して原

 

 

 

 

 

(c-2-2) サポート系故障時に用い

る設備 

(c-2-2-1) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障

により，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用す

る低圧原子炉代替注水系（常設）

は，②-8(c-1-1-1) 低圧原子炉代

替注水系（常設）による発電用原子

炉の冷却と同じである。□3  

 

 

(c-2-2-2) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

発電用原子炉停止中において全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障

により，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用す

る低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，③-10(c-1-1-2) 低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による発電用原

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却 

 

原子炉停止中において全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能

喪失によるサポート系の故障によ

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する低圧

原子炉代替注水系（常設）は，◇1  （②

-8）「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水

系（常設）による発電用原子炉の冷

却」と同じである。◇4  

 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

原子炉停止中において全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能

喪失によるサポート系の故障によ

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する低圧

原子炉代替注水系（可搬型）は，◇1（③

-10）「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による発電用原子炉の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

③-2 引用元:P6 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-2 引用元：P5 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-22 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

子炉圧力容器に注水することで炉心

を冷却できる設計とする。 

③-10，③-2【62 条 36】 

 

 

発電用原子炉停止中において全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障

により，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用す

る残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）は，常設代替交流電源設備

からの給電により復旧できる設計と

する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）は，常設代替交流電源設備

からの給電により機能を復旧し，冷

却材を原子炉圧力容器から残留熱除

去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器

を経由して原子炉圧力容器に戻すこ

とにより炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系(原子炉補機海水系を

含む。)又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。 

④-7【62 条37】 

 

 

 

 

 

子炉の冷却と同じである。□3  

 

(c-2-2-3) 常設代替交流電源設備

による残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）の復旧 

発電用原子炉停止中において全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障

により，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として，常設

代替交流電源設備を使用し，残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）

を復旧する。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）は，常設代替交流電源設備

からの給電により機能を復旧し，冷

却材を原子炉圧力容器から残留熱除

去ポンプ及び熱交換器を経由して原

子炉圧力容器に戻すことにより炉心

を冷却できる設計とする。 

 

本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）又は原子炉補機代替冷却系

から供給できる設計とする。④-7 

 

 

 

 

 

 

冷却」と同じである。◇4  

 

(c) 常設代替交流電源設備による

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）の復旧 

原子炉停止中において全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能

喪失によるサポート系の故障によ

り，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備として，常設代替交

流電源設備を使用し，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）を復旧

する。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）は，常設代替交流電源設備か

らの給電により機能を復旧し，冷却

材を原子炉圧力容器から残留熱除去

ポンプ及び熱交換器を経由して原子

炉圧力容器に戻すことにより炉心を

冷却できる設計とする。 

 

本系統に使用する冷却水は原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）又は原子炉補機代替冷却系から

供給できる設計とする。◇1  （④-7） 

 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・常設代替交流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1  （④-7） 

・代替所内電気設備（10.2 代替

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2 引用元:P6 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

4.1 残留熱除去系 

4.1.2原子炉停止時冷却モード 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-23 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心

支持構造物，原子炉圧力容器内部構

造物及び配管貫通部を重大事故等対

処設備として使用することから，流

路に係る機能について重大事故等対

処設備としての設計を行う。 

④-8，④-5【62 条 38】 

 

非常用取水設備の取水口，取水管

及び取水槽は，設計基準事故対処設

備の一部を流路として使用すること

から，流路に係る機能について重大

事故等対処設備としての設計を行

う。 

④-6，⑦【62 条39】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備）◇1  （④-7） 

・原子炉補機代替冷却系（5.10 

最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備）◇1 （④-7） 

 

その他，設計基準対象施設である

原子炉圧力容器を重大事故等対処設

備として使用し，④-8 

 

設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）及

び◇2  （①-5）原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）を重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使

用する。◇1 （④-7） 

 

原子炉圧力容器については，「5.1 

原子炉圧力容器」に記載する。◇4  

 

残留熱除去系については，「5.2 

残留熱除去系」に記載する。◇4  

低圧炉心スプレイ系については，

「5.3 非常用炉心冷却系」に記載す

る。◇4  

 

大量送水車，低圧原子炉代替注水

槽及びサプレッション・チェンバに

ついては，「5.7 重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備」に記載

する◇4  

 

原子炉補機冷却系については，

「5.9 原子炉補機冷却系」に記載す

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

4.1 残留熱除去系 

 

 

 

 

 

 

④-5 引用元：P1 

 

非常用取水設備（個別） 

1 非常用取水設備の基本設計方針 

 

 

 

 

④-6 引用元：P17 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-24 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（多様性及び独立性，位置的分散） 

基本方針については，「5.1.2 多

様性，位置的分散等」に示す。Ⅰ 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ系と共通

要因によって同時に機能を損なわな

いよう，低圧原子炉代替注水ポンプ

を代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備からの給電により

駆動することで，非常用所内電気設

備を経由した非常用ディーゼル発電

設備からの給電により駆動する残留

熱除去ポンプを用いた残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧炉心ス

プレイポンプを用いた低圧炉心スプ

レイ系に対して多様性を有する設計

常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備及び代替所内電気設

備については，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替

電源設備」に記載する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ系と共通

要因によって同時に機能を損なわな

いよう，低圧原子炉代替注水ポンプ

を代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備からの給電により

駆動することで，非常用所内電気設

備を経由した非常用交流電源設備か

らの給電により駆動する残留熱除去

ポンプを用いた残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレ

イ・ポンプを用いた低圧炉心スプレ

イ系に対して多様性を有する設計と

る。◇4  

 

原子炉補機代替冷却系について

は，「5.10 最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備」に記載する。◇4  

 

非常用交流電源設備については，

「10.1 非常用電源設備」に記載す

る。◇4  

常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，代替所内電気設備

及び燃料補給設備については，「10.2 

代替電源設備」に記載する。◇4  

 

5.6.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。Ⅰ 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

残留熱除去系（低圧注水モード）及び

低圧炉心スプレイ系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，

低圧原子炉代替注水ポンプを代替所

内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電により駆動する

ことで，非常用所内電気設備を経由

した非常用交流電源設備からの給電

により駆動する残留熱除去ポンプを

用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ・ポンプを

用いた低圧炉心スプレイ系に対して

多様性を有する設計とする。◇1  （⑥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-25 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

とする。 

⑥-1【62 条40】 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操

作を可能とすることで，非常用ディ

ーゼル発電設備からの給電による遠

隔操作に対して多様性を有する設計

とする。また，低圧原子炉代替注水

系（常設）の電動弁は，代替所内電

気設備を経由して給電する系統にお

いて，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を

経由して給電する系統に対して独立

性を有する設計とする。 

⑥-2【62 条41】 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）

は，低圧原子炉代替注水槽を水源と

することで，サプレッションチェン

バのプール水を水源とする残留熱除

去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系に対して異なる水源を

有する設計とする。 

⑥-3【62 条42】 

 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低

圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物

外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内に設置することで，原子炉建物

内の残留熱除去ポンプ，低圧炉心ス

プレイポンプ及びサプレッションチ

ェンバと共通要因によって同時に機

する。⑥-1 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操

作を可能とすることで，非常用交流

電源設備からの給電による遠隔操作

に対して多様性を有する設計とす

る。また，低圧原子炉代替注水系

（常設）の電動弁は，代替所内電気

設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経

由して給電する系統に対して独立性

を有する設計とする。⑥-2 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（常

設）は，低圧原子炉代替注水槽を水

源とすることで，サプレッション・

チェンバを水源とする残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧炉心ス

プレイ系に対して異なる水源を有す

る設計とする。⑥-3 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低

圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物

外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内に設置することで，原子炉建物

内の残留熱除去ポンプ，低圧炉心ス

プレイ・ポンプ及びサプレッショ

ン・チェンバと共通要因によって同

-1） 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電

動弁は，ハンドルを設けて手動操作

を可能とすることで，非常用交流電

源設備からの給電による遠隔操作に

対して多様性を有する設計とする。

また，低圧原子炉代替注水系（常設）

の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することによ

り，非常用所内電気設備を経由して

給電する系統に対して独立性を有す

る設計とする。◇1  （⑥-2） 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（常

設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源

とすることで，サプレッション・チェ

ンバを水源とする残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧炉心スプレ

イ系に対して異なる水源を有する設

計とする。◇1  （⑥-3） 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低

圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物

外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内に設置することで，原子炉建物

内の残留熱除去ポンプ，低圧炉心ス

プレイ・ポンプ及びサプレッション・

チェンバと共通要因によって同時に

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-26 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

⑥-4【62 条43】 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系（低圧注水モー

ド），低圧炉心スプレイ系及び低圧

原子炉代替注水系（常設）と共通要

因によって同時に機能を損なわない

よう，大量送水車をディーゼルエン

ジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される残留熱

除去系（低圧注水モード），低圧炉

心スプレイ系及び低圧原子炉代替注

水系（常設）に対して多様性を有す

る設計とする。 

⑥-5【62 条44】 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の電動弁は，ハンドルを設けて手動

操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電による

遠隔操作に対して多様性を有する設

計とする。また，低圧原子炉代替注

水系（可搬型）の電動弁は，代替所

内電気設備を経由して給電する系統

において，独立した電路で系統構成

することにより，非常用所内電気設

備を経由して給電する系統に対して

独立性を有する設計とする。 

⑥-6【62 条45】 

 

 

時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。⑥-4 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系（低圧注水モー

ド），低圧炉心スプレイ系及び低圧

原子炉代替注水系（常設）と共通要

因によって同時に機能を損なわない

よう，大量送水車をディーゼルエン

ジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される残留熱

除去系（低圧注水モード），低圧炉

心スプレイ系及び低圧原子炉代替注

水系（常設）に対して多様性を有す

る設計とする。⑥-5 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の電動弁は，ハンドルを設けて手動

操作を可能とすることで，非常用交

流電源設備からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とす

る。また，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）の電動弁は，代替所内電

気設備を経由して給電する系統にお

いて，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を

経由して給電する系統に対して独立

性を有する設計とする。⑥-6 

 

 

 

機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。◇1  （⑥-4） 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系（低圧注水モード），

低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉

代替注水系（常設）と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，大

量送水車をディーゼルエンジンによ

り駆動することで，電動機駆動ポン

プにより構成される残留熱除去系

（低圧注水モード），低圧炉心スプレ

イ系及び低圧原子炉代替注水系（常

設）に対して多様性を有する設計と

する。◇1  （⑥-5） 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操

作を可能とすることで，非常用交流

電源設備からの給電による遠隔操作

に対して多様性を有する設計とす

る。また，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）の電動弁は，代替所内電気設備

を経由して給電する系統において，

独立した電路で系統構成することに

より，非常用所内電気設備を経由し

て給電する系統に対して独立性を有

する設計とする。◇1 （⑥-6） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-27 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，代替淡水源を水源とすること

で，サプレッションチェンバのプー

ル水を水源とする残留熱除去系（低

圧注水モード），低圧炉心スプレイ

系及び低圧原子炉代替注水槽を水源

とする低圧原子炉代替注水系（常

設）に対して異なる水源を有する設

計とする。 

⑥-7【62 条46】 

 

大量送水車は，原子炉建物及び原

子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽から離れた屋外に分散し

て保管することで，原子炉建物内の

残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプ

レイポンプ並びに原子炉建物外の低

圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の

低圧原子炉代替注水ポンプと共通要

因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

⑥-8【62 条47】 

 

大量送水車の接続口は，共通要因

によって接続できなくなることを防

止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。 

⑥-9【62 条48】 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）及

び低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系及び低圧炉心スプ

レイ系と共通要因によって同時に機

また，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）は，代替淡水源を水源とする

ことで，サプレッション・チェンバ

を水源とする残留熱除去系（低圧注

水モード），低圧炉心スプレイ系及

びに低圧原子炉代替注水槽を水源と

する低圧原子炉代替注水系（常設）

に対して異なる水源を有する設計と

する。⑥-7 

 

 

大量送水車は，原子炉建物及び原

子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽から離れた屋外に分散し

て保管することで，原子炉建物内の

残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプ

レイ・ポンプ並びに原子炉建物外の

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

の低圧原子炉代替注水ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とす

る。⑥-8 

 

大量送水車の接続口は，共通要因

によって接続できなくなることを防

止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。⑥-9 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）及

び低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系及び低圧炉心スプ

レイ系と共通要因によって同時に機

また，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）は，代替淡水源を水源とすること

で，サプレッション・チェンバを水源

とする残留熱除去系（低圧注水モー

ド），低圧炉心スプレイ系及び低圧原

子炉代替注水槽を水源とする低圧原

子炉代替注水系（常設）に対して異な

る水源を有する設計とする。◇1  （⑥

-7） 

 

 

大量送水車は，原子炉建物及び原

子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽から離れた屋外に分散し

て保管することで，原子炉建物内の

残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプ

レイ・ポンプ並びに原子炉建物外の

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

の低圧原子炉代替注水ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とす

る。◇1  （⑥-8） 

 

大量送水車の接続口は，共通要因

によって接続できなくなることを防

止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。◇1（⑥

-9） 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）及び

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，

残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ

系と共通要因によって同時に機能を

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-28 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

能を損なわないよう，残留熱除去系

に対しては，水源から残留熱除去系

配管との合流点までの系統につい

て，低圧炉心スプレイ系に対して

は，水源から注水先である原子炉圧

力容器までの系統全体に対して独立

性を有する設計とする。 

⑥-10【62 条49】 

 

これらの多様性及び系統の独立性

並びに位置的分散によって，低圧原

子炉代替注水系（常設）及び低圧原

子炉代替注水系（可搬型）は，設計

基準事故対処設備である残留熱除去

系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計と

する。また，これらの多様性及び位

置的分散によって，低圧原子炉代替

注水系（常設）及び低圧原子炉代替

注水系（可搬型）は，互いに重大事

故等対処設備としての独立性を有す

る設計とする。 

⑥-11【62 条50】 

 

 

 

 

 

（悪影響防止） 

基本方針については，「5.1.3 悪

影響防止等」に示す。Ⅱ 

 

能を損なわないよう，残留熱除去系

に対しては，水源から残留熱除去系

配管との合流点までの系統につい

て，低圧炉心スプレイ系に対して

は，水源から注水先である原子炉圧

力容器までの系統全体に対して独立

性を有する設計とする。⑥-10 

 

 

これらの多様性及び系統の独立性

並びに位置的分散によって，低圧原

子炉代替注水系（常設）及び低圧原

子炉代替注水系（可搬型）は，設計

基準事故対処設備である残留熱除去

系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計と

する。⑥-11 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性及び独立性，位

置的分散については，ヌ，(2)，(ⅳ) 

代替電源設備」に記載する。□3  

 

 

 

 

 

損なわないよう，残留熱除去系に対

しては，水源から残留熱除去系配管

との合流点までの系統について，低

圧炉心スプレイ系に対しては，水源

から注水先である原子炉圧力容器ま

での系統全体に対して独立性を有す

る設計とする。◇1 （⑥-10） 

 

 

これらの多様性及び系統の独立性

並びに位置的分散によって，低圧原

子炉代替注水系（常設）及び低圧原子

炉代替注水系（可搬型）は，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧炉心ス

プレイ系に対して重大事故等対処設

備としての独立性を有する設計とす

る。◇1  （⑥-11） 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，位置的分散に

ついては「10.2 代替電源設備」に記

載する。◇4  

 

5.6.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則54 条の要求事項に

関する基本方針について，呼び込む

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-11 引用元：P28 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-29 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（容量等） 

基本方針については，「5.1.4 容

量等」に示す。Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

通常時は弁により他の系統と隔離

し，重大事故等時に弁操作等により

重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇5  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，通常時は大量送水車を接続先の

系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故

等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇5  

大量送水車は，輪留めによる固定

等をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇5  

大量送水車は，飛散物となって他

の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

5.6.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 

容量等」に示す。Ⅲ 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低

圧原子炉代替注水ポンプは，想定さ

れる重大事故等時において，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な注水流量

旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則54 条の要求事項に

関する基本方針について，呼び込む

旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-30 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境条件等） 

基本方針については，「5.1.5 環

境条件等」に示す。Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を有する設計とする。◇5  

低圧原子力代替注水系（可搬型）の

大量送水車は，想定される重大事故

等時において，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な注水流量を有するもの

を１セット１台使用する。◇5  

保有数は，２セット２台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。◇5  

また，大量送水車は，想定される重大

事故等時において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）との同時使用を考

慮して，各系統の必要な流量を同時

に確保できる容量を有する設計とす

る。◇5  

 

5.6.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 

環境条件等」に示す。Ⅳ 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低

圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原

子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置

し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。

◇5  

低圧原子炉代替注水ポンプの操作

は，想定される重大事故等時におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則54 条の要求事項に

関する基本方針について，呼び込む

旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-31 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て，中央制御室で可能な設計とする。

◇5  

低圧原子炉代替注水系（常設）の系

統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制

御室又は設置場所で可能な設計とす

る。◇5  

また，低圧原子炉代替注水系（常

設）は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする。なお，可能な限り淡

水を優先し，海水通水を短期間とす

ることで，設備への影響を考慮する。

◇5  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の

大量送水車は，屋外に保管及び設置

し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。

◇5  

大量送水車の常設設備との接続及

び操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計と

する。◇5  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の

系統構成に必要な弁の操作は，想定

される重大事故等時において，中央

制御室又は設置場所で可能な設計と

する。◇5  

また，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする。 

なお，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。◇5  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-32 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（操作性の確保） 

基本方針については，「5.1.6 操

作性及び試験・検査性」に示す。Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 

操作性及び試験・検査性」に示す。Ⅴ 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から弁操作等によ

り速やかに切り替えられる設計とす

る。◇5  

低圧原子炉代替注水系（常設）の低

圧原子炉代替注水ポンプは，中央制

御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とし，系統構成に必要な弁

は，中央制御室又は設置場所での手

動操作が可能な設計とする。◇5  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から接続，弁操

作等により速やかに切り替えられる

設計とする。◇5  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の

大量送水車は，付属の操作スイッチ

により，設置場所での操作が可能な

設計とし，系統構成に必要な弁は，中

央制御室又は設置場所での手動操作

が可能な設計とする。◇5  

大量送水車は，車両として屋外の

アクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。◇5  

大量送水車を接続する接続口につ

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則54 条の要求事項に

関する基本方針について，呼び込む

旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-33 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試験検査） 

基本方針については，「5.1.6 操

作性及び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては，簡便な接続とし，結合金具を

用いてホースを確実に接続すること

ができる設計とする。◇5  

また，接続口の口径を統一すること

で確実に接続できる設計とする。◇5  

 

5.6.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

設備の主要機器仕様を第 5.6－1 表

に示す。◇4  

 

5.6.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 

操作性及び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能及び漏えいの有無の確認

並びに弁の開閉動作の確認が可能な

設計とする。◇5  

また，低圧原子炉代替注水系（常設）

の低圧原子炉代替注水ポンプは，発

電用原子炉の停止中に分解及び外観

の確認が可能な設計とする。◇5  

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の

大量送水車は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に，独立して機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とするとともに，分解又は取替え

が可能な設計とする。◇5  

また，大量送水車は，車両として運転

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則54 条の要求事項に

関する基本方針について，呼び込む

旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-34 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）は，設計基準事故対処設備

であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対

処設備としての基本方針に示す設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。◇5  

 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備の主要機器仕様 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備 

台 数 １（予備１） 

容 量 約 230m3/h（１台当た

り） 

全揚程 約 190m 

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型） 

ａ．大量送水車 

 

第 4.3－1 表 燃料プールの冷却等

のための設備の主要機器仕様に記載

する。 

 

5.2 残留熱除去系 

5.2.2 重大事故等時 

5.2.2.1 概要 

残留熱除去系の低圧注水モード，

原子炉停止時冷却モード，格納容器

冷却モード及びサプレッション・プ

ール水冷却モードは，想定される重

大事故等時において，重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

4.1 残留熱除去系 

4.1.2原子炉停止時冷却モード 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-35 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

方針を適用する。ただし，多様性及

び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備は

ないことから，重大事故等対処設備

の基本方針のうち「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す設計方針は適

用しない。 

①-3，①-4，⑦【62 条51】 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

設備として，想定される重大事故等

時において，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）が使用できる場合は，

重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用できる設計とする。 

①-5，⑦【62 条52】 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）

は，設計基準事故対処設備であると

ともに，重大事故等時においても使

用するため，重大事故等対処設備と

しての基本方針に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び独立性

並びに位置的分散を考慮すべき対象

の設計基準事故対処設備はないこと

から，重大事故等対処設備の基本方

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分

散等」に示す設計方針は適用しな

い。 

①-6，①-4，⑦【62 条 53】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処設備（設計基準拡張）として使用す

る。◇2 （①-5，①-7） 

 

5.2.2.2 設計方針 

残留熱除去系は，「1.1.7 重大事

故等対処設備に関する基本方針」の

うち，多様性，位置的分散等を除く設

計方針を適用して設計を行う。①-4 

 

5.2.2.2.1 悪影響の防止 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。◇5  

残留熱除去系の各モードは，設計

基準事故対処設備又は設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇5  

 

5.2.2.2.2 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 

容量等」に示す。◇5  

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去

系熱交換器は，設計基準事故時の非

常用炉心冷却機能と兼用しており，

設計基準事故時に使用する場合の容

量が，重大事故等の収束に必要な容

量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計す

る。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-3 引用元：P3 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

4.1 残留熱除去系 

4.1.2原子炉停止時冷却モード 

 

 

 

 

 

①-5 引用元：P3 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 

5.7.1多様性，位置的分散等 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-6 引用元：P3 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-36 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

設備として，想定される重大事故等

時において，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（低圧注水モー

ド）が使用できる場合は，重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として

使用できる設計とする。 

①-7，⑦【62 条54】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 

環境条件等」に示す。◇5  

残留熱除去ポンプ，残留熱除去系

熱交換器及び残留熱除去系注水弁

は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。◇5  

残留熱除去系の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。◇5  

また，中央制御室からの操作により

残留熱除去系注水弁を閉止できない

場合において，残留熱除去系注水弁

の操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計と

する。 

 

5.2.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 

操作性及び試験・検査性」に示す。◇5  

残留熱除去系は，想定される重大

事故等時において，設計基準事故対

処設備又は設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。◇5  

残留熱除去系は，中央制御室の操

作スイッチにより操作が可能な設計

とする。また，残留熱除去系注水弁

は，中央制御室から操作できない場

合においても，現場操作が可能とな

るように手動ハンドルを設け，現場

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 

 

 

 

 

 

①-7 引用元：P3 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-37 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

低圧原子炉代替注水系（常設） 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

（リ，(3)，(ⅱ)，ａ．原子炉格納容

器内の冷却等のための設備」及び

リ，(3)，(ⅱ)，ｃ．原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための設

備」と兼用） 

台 数 １（予備１） 

容 量 約230m3/h 

全揚程 約190m 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

大量送水車□4  

（ニ，(3)，(ⅱ) 燃料プールの冷却

等のための設備」他と兼用） 

 

 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び

設備 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び

構造 

ａ．非常用炉心冷却系 

非常用炉心冷却系は，工学的安全

施設の一設備であって，低圧炉心ス

プレイ系，低圧注水系（残留熱除去

系の低圧注水モード），高圧炉心ス

プレイ系及び自動減圧系で構成す

る。非常用炉心冷却系は，サプレッ

ション・チェンバのプール水又は復

での人力により確実に操作が可能な

設計とする。◇5  

 

5.2.2.3 主要設備及び仕様 

残留熱除去系の主要機器仕様を第

5.2－1表に示す。◇4  

 

5.2.2.4 試験検査 

残留熱除去系は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。◇4  

また，残留熱除去ポンプ，残留熱除

去系熱交換器及び残留熱除去系注水

弁は，発電用原子炉の停止中に分解

及び外観の確認が可能な設計とす

る。◇5  

第5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備の主要機器仕様◇3  

 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のため

の設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備 

台 数  １（予備１） 

容 量  約230m3/h（１台当た

り） 

 

全揚程  約190m◇3  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-38 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準

事故対処設備であるとともに，重大

事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方

針に示す設計方針を適用する。ただ

し，多様性及び独立性並びに位置的

分散を考慮すべき対象の設計基準事

故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち

「5.1.2 多様性，位置的分散等」に

示す設計方針は適用しない。 

①-8，①-9，⑦【62 条 55】 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための

設備として，想定される重大事故等

水貯蔵タンクの水を炉心に注入し

て，燃料棒を冷却できるようにす

る。□6  

これらの設備は非常用炉心冷却系

として独立性，多重性を有するとと

もに外部電源喪失時にも非常用電源

を電源としてその機能が達成できる

設計とする。 

また，低圧炉心スプレイ系，低圧

注水系（残留熱除去系の低圧注水モ

ード）□5  （①-6，①-7）及び高圧

炉心スプレイ系は，想定される重大

事故等時においても使用する。□7  

 

(4) その他の主要な事項 

(ⅰ) 残留熱除去系 

残留熱除去系は，その運転方法

（モード）により次の各機能をもた

せる。 

すなわち，原子炉停止後，崩壊熱

と原子炉圧力容器，配管及び冷却材

の保有熱とを除去する原子炉停止時

冷却モード並びに非常用炉心冷却系

としての低圧注水モードの各機能を

もたせ，ポンプ，熱交換器等で構成

する。□8  

また，本系統は，想定される重大

事故等時においても使用する。□5  

（①-5，①-7） 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬

型） 

ａ．大量送水車 

第 4.3－1 表 燃料プールの冷却等

のための設備の主要機器仕様に記載

する。◇3  

 

 

 

 

 

 

5.3 非常用炉心冷却系 

5.3.2 重大事故等時 

5.3.2.1 低圧炉心スプレイ系 

5.3.2.1.1 概要 

低圧炉心スプレイ系は，想定され

る重大事故等時において，重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使

用する。◇2 （①-8） 

 

5.3.2.1.2 設計方針 

低圧炉心スプレイ系は，「1.1.7 

重大事故等対処設備に関する基本方

針」のうち，多様性，位置的分散等を

除く設計方針を適用して設計を行

う。①-9 

 

5.3.2.1.2.1 悪影響防止 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準

事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.3 低圧炉心スプレイ系 

5.3.1 多様性，位置的分散等 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-8 引用元：P3 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.3 低圧炉心スプレイ系 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-39 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

時において，設計基準事故対処設備

である低圧炉心スプレイ系が使用で

きる場合は，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用できる

設計とする。 

①-10，⑦【62 条56】 

 

― 以 下 余 白 ― 

（設計基準拡張）として使用するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇5  

 

5.3.2.1.2.2 容量等 

低圧炉心スプレイ・ポンプは，設計

基準事故時の非常用炉心冷却機能と

兼用しており，設計基準事故時に使

用する場合の容量が，重大事故等の

収束に必要な容量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備と同

仕様で設計する。◇5  

 

5.3.2.1.2.3 環境条件等 

低圧炉心スプレイ・ポンプ及び低

圧炉心スプレイ系注水弁は，原子炉

建物原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。◇5  

低圧炉心スプレイ系の操作は，想

定される重大事故等時において，中

央制御室で可能な設計とする。◇5  

また，中央制御室からの操作によ

り低圧炉心スプレイ系注水弁を閉止

できない場合において，低圧炉心ス

プレイ系注水弁の操作は，想定され

る重大事故等時において，設置場所

で可能な設計とする。◇5  

5.3.2.1.2.4 操作性の確保 

低圧炉心スプレイ系は，想定され

る重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

①-10 引用元：P3 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 
 

 

様式－7（62条）-40 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

  ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（設計基準拡張）として使用する。◇5  

低圧炉心スプレイ系は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。◇5  

また，低圧炉心スプレイ系注水弁

は，中央制御室から操作できない場

合においても，現場操作が可能とな

るように手動ハンドルを設け，現場

での人力により確実に操作が可能な

設計とする。◇5  

 

5.3.2.1.3 主要設備及び仕様 

低圧炉心スプレイ系の主要機器仕

様を第 5.3－1表に示す。◇4  

 

5.3.2.1.4 試験検査 

低圧炉心スプレイ系は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な

設計とする。また，低圧炉心スプレ

イ・ポンプは，発電用原子炉の停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計

とする。◇5  

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 

 

様式－6 

様式－6（62条）-1 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

各条文の設計の考え方 

第 62条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

1.1技術基準規則の条文、解釈への適合性に関する考え方 

№ 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するために必要

な設備の施設 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使用す

る原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含

む。）についても記載する。 

1項 
1(1)a), 

1(1)b) 

a,b,c,d,e, 

f,g,h 

② 

低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原

子炉の冷却 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使用す

る流路及び原子炉圧力容器（炉心支持構

造物を含む。）についても記載する。 

1項 1(1)b) b,d,e,h 

③ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による発電用

原子炉の冷却 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使用す

る流路及び原子炉圧力容器（炉心支持構

造物を含む。）についても記載する。 

1項 1(1)a) b,d,e,h 

④ 
常設代替交流電源設備に

よる残留熱除去系の復旧 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― a,b,d,e,g,h 

⑤ 

低圧原子炉代替注水系

（常設・可搬型）による

残留溶融炉心の冷却 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― b,d,e,h 

⑥ 
多様性及び独立性，位置

的分散 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
1項 1(1)c) c 

⑦ 
重大事故等対処設備 

（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）を

使用する旨を記載する。 
1項 ― b,d,e,h 

⑧ 
補機駆動用燃料設備の機

能 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― b,e,f 

1.2 技術基準規則第 54条への適合性に関する考え方 

№ 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

Ⅰ 
多様性及び独立性，位置

的分散 

多様性，位置的分散等に関する基本方針

の呼び込み先を記載する。 
― ― c 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 

 

様式－6 

様式－6（62条）-2 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

Ⅱ 悪影響防止 
悪影響防止に関する基本方針の呼び込み

先を記載する。 
― ― c 

Ⅲ 容量等  
容量等に関する基本方針の呼び込み先を

記載する。 
― ― b 

Ⅳ 環境条件等  
環境条件等に関する基本方針の呼び込み

先を記載する。 
― ― c 

Ⅴ 操作性の確保   
操作性の確保に関する基本方針の呼び込

み先を記載する。 
― ― c 

Ⅵ 試験検査   
試験検査に関する基本方針の呼び込み先

を記載する。 
― ― c 

２．設置許可本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可本文内での重複

記載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載しな

い。 
― 

□2  他条文に関する記載 
第 71 条に対する設計方針であり，第 71 条に包括して記載す

るため記載しない。 
― 

□3  文章，表又は図の呼込み 
設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載しな

い。 
― 

□4  仕様 要目表として整理するため記載しない。 ― 

□5  
設置許可添八との重複記

載 

設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八の

記載を採用するため記載しない。 
― 

□6  他条文に関する記載 
第 32 条に対する設計方針であり，第 32 条にて同趣旨の内容

を整理するため記載しない。 
― 

□7  他条文に関する記載 
第 60 条に対する設計方針であり，第 60 条にて同趣旨の内容

を整理するため記載しない。 
― 

□8  他条文に関する記載 

第 32 条，第 33 条，第 44 条に対する設計方針であり，第 32 

条，第 33 条，第 44 条にて同趣旨の内容を整理するため記載

しない。 

― 

□9  他条文に関する記載 
第 33 条に対する設計方針であり，第 33 条にて同趣旨の内容

を整理するため記載しない。 
― 

３.設置許可添八のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重複記

載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しな

い。 
― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備】 

 

様式－6 

様式－6（62条）-3 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

◇2  設置許可添八内の重複記

載 

設置許可添付八内にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇3  仕様 要目表として整理するため記載しない。 ― 

◇4  
文章，表又は図の呼 

込み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し 

ない。 
― 

◇5  
設備の健全性に関する記

載 

設備の健全性に関する記載は第 54 条に包括して記載するた

め記載しない。 
― 

◇6  他条文に関する記載 
第 71 条に対する設計方針であり，第 71 条に包括して記載 

するため記載しない。 
― 

◇7  
非常用交流電源設備 

の使用 

非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する旨は第 72 条に包括して記載するため記載し

ない。 

― 

４．詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

a 取水口及び放水口に関する説明書 

b 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

e 構造図 

f 補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

g 非常用取水設備の配置を明示した図面 

h 強度に関する説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（個別項目）の基本設計方針） 

  

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

  ・・前回提出時からの変更箇所 

 

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相違No. 相違理由

① 島根２号機は，設備分類として設計基準拡張を設けている

② 島根２号機は，重大事故等時に可搬型設備である原子炉補機代替冷却系により対応する設計としている

③ 島根２号機は，系統構成に必要となる電動弁に電源供給する設備を記載

④ 島根２号機の格納容器代替スプレイ系（可搬型）に用いる可搬型ポンプは1種類

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

4. 残留熱除去設備

4.1 残留熱除去系 

4.1.2 原子炉停止時冷却モード 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備として，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が

使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

使用できる設計とする。【62 条 52】【62 条 56】 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，設備

分類として設計基準拡

張を設けている（以

下，①の相違） 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により復旧できる設計とす

る。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替交流電

源設備からの給電により機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容器

から残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器を経由して原子

炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却できる設計とする。本系

統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含

む。)又は原子炉補機代替冷却系から供給できる設計とする。【62 

条 37】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，重大

事故等時に可搬型設備

である原子炉補機代替

冷却系により対応する

設計としている（以

下，②の相違） 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の流路として，設計

基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使

用することから，流路に係る機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。【62 条38】【63 条36】 

・記載方針の相違

【東海第二】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

(1) 多様性，位置的分散等

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，設計基準事故対

処設備であるとともに，重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用す

る。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対

象の設計基準事故対処設備はないことから，重大事故等対処設備

の基本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方

針は適用しない。【62 条 51】【62 条 55】【63 条 34】 

・資料構成の相違

【柏崎 7】 

 島根２号機は，項目

を分けて記載している 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

5.3 低圧炉心スプレイ系 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備として，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備である低圧炉心スプレイ系が使用できる場合は，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。

【62 条58】 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポ

ート系の故障により，低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の

重大事故等対処設備として使用する低圧炉心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備からの給電により復旧できる設計とする。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの給電によ

り機能を復旧し，低圧炉心スプレイポンプによりサプレッション

チェンバのプール水を原子炉圧力容器へスプレイすることで炉心

を冷却できる設計とする。【62 条24】 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給できる設計とす

る。【62 条25】 

低圧炉心スプレイ系の流路として，設計基準対象施設である原

子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部構造物，原

子炉格納容器（サプレッションチェンバ）及び配管貫通部を重大

事故等対処設備として使用することから，流路に係る機能につい

て重大事故等対処設備としての設計を行う。【62 条 29】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・資料構成の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，項目

を分けて記載している 

・運用の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

5.3.1 多様性，位置的分散等 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，重大事故等対処設備とし

ての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独

立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備

はないことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多

様性，位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。【62 条 57】 

・資料構成の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，項目

を分けて記載している 

5.6 低圧原子炉代替注水系 

5.6.1 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備

として，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に

対応するための低圧原子炉代替注水系（常設）を設ける設計とす

る。【62 条 1】 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機

能が喪失した場合並びに全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水系（常設）は，

低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を

冷却できる設計とする。【62 条 2】【62 条 10】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

系統構成の相違 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力

容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉

格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備として使用

する低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポン

プにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して

原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶

融炉心を冷却できる設計とする。【62 条 31】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

系統構成の相違 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）の機能が喪失した場合及び発電用原子炉停止中において

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧原子

炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧

原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器

へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。【62 条 33】【62 

条 35】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

系統構成の相違 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由し

た常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，

系統構成に使用する電動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。【62 条 3】

【62 条 11】 

・設備及び記載方針の

相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は，ポンプ

及び系統構成に使用す

る電動弁の電源につい

て，分けて記載 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号機は，系統

構成に必要となる電動

弁に電源供給する設備

を記載（以下，③の相

違） 

低圧原子炉代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象施

設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部

構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用すること

から，流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設計

を行う。【62 条 4】【62 条 12】 

・記載方針の相違

【東海第二】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

a. 多様性，位置的分散及び独立性

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動すること

で，非常用所内電気設備を経由した非常用ディーゼル発電設備か

らの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉

心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。【62 条 40】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎７】 

島根２号機は，常設代

替交流電源設備により

低圧原子炉代替注水ポ

ンプを起動する

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水

源とすることで，サプレッションチェンバのプール水を水源とす

る残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対

して異なる水源を有する設計とする。【62 条 42】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子

炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置すること

で，原子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ

及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。【62 条 43】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの

給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を

経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して

独立性を有する設計とする。【62 条 41】 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心

スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残

留熱除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点ま

での系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注

水先である原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有す

る設計とする。【62 条 49】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。【62条

50】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

5.6.2 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備

として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を設ける設計とする。

【62 条 1】 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機

能が喪失した場合並びに全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却

系機能喪失によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水系（可搬型）

は，大量送水車により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由

して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。【62 条 5】【62 条 13】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機の格納容

器代替スプレイ系（可

搬型）に用いる可搬型

ポンプは 1種類（以

下，④の相違）， 

系統構成の相違 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力

容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉

格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備として使用

する低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車により，代替

淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水す

ることで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計

とする。【62 条 32】 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違，

系統構成の相違 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）の機能が喪失した場合及び発電用原子炉停止中において

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧原子

炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車により代替淡水源の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心

を冷却できる設計とする。【62 条 34】【62 条 36】 

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違，

系統構成の相違 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち系統構成に使用する電

動弁は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。【62 条 6】【62 条 14】 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。【62 条 7】【62 条 15】 

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は，給電先

について明確に記載し

ている 

【東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用するこ

とから，流路に係る機能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。【62 条 9】【62 条 17】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

a. 多様性，位置的分散及び独立性

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モ

ード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプによ

り構成される残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ

系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する設

計とする。【62 条 44】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とする

ことで，サプレッションチェンバのプール水を水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代

替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異

なる水源を有する設計とする。【62 条 46】 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

・炉型の相違

【柏崎 7】 

大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子炉代替

注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原

子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプレイポンプ並び

に原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子

炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。【62 条 47】 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

・炉型の相違

【柏崎 7】 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなるこ

とを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。【62 条 48】 

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備

を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対し

て独立性を有する設計とする。【62 条 45】 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系及び低圧炉

心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

残留熱除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点

までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から

注水先である原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有

する設計とする。【62 条 49】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対

して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

また，これらの多様性及び位置的分散によって，低圧原子炉代

替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，互いに

重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。【62 条

50】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

5.7 残留熱除去系（低圧注水モード） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備として，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）が使用でき

る場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。【62 条 54】 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポ

ート系の故障により，残留熱除去系（低圧注水モード）が起動で

きない場合の重大事故等対処設備として使用する残留熱除去系

（低圧注水モード）は，常設代替交流電源設備からの給電により

復旧できる設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源設備か

らの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポンプによりサプレッ

ションチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉

心を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系から供給できる設計とす

る。【62 条 18】 

・運用の相違

【東海第二】 

①の相違

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

残留熱除去系（低圧注水モード）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物，残留熱除去系熱交換器，原子炉格納容器（サプレッシ

ョンチェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用

することから，流路に係る機能について重大事故等対処設備とし

ての設計を行う。【62 条 22】 

・記載方針の相違

【東海第二】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

5.7.1 多様性，位置的分散等 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，設計基準事故対処設備で

あるとともに，重大事故等時においても使用するため，重大事故

等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用する。ただし，

多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本方針の

うち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設計方針は適用しな

い。【62 条 53】 

7. 原子炉補機冷却設備

7.3 原子炉補機代替冷却系 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ため，原子炉格納容器内の冷却等のため及び炉心の著しい損傷が

発生した場合に原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため

の重大事故等対処設備として使用する原子炉補機代替冷却系は，

移動式代替熱交換設備を屋外の接続口より原子炉補機冷却系に接

続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を送

水することで，残留熱除去系熱交換器で除去した熱を最終的な熱

の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。【64 条 59】【65 条

6】 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ

車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，原子炉補機冷

却系に海水を送水することで，残留熱除去系等の機器で発生した

熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。【62

条 19】【62条 26】【63条 53】【64条 62】【65条 7】 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号機は，燃料

プール冷却系で使用す

る原子炉補機代替冷却

系について，69条の基

本設計方針に記載して

いる 

・設備の相違

【東海第二，柏崎７】 

島根２号機は，屋外

の接続口が使用できな

い場合に屋内の接続口

を使用し，大型送水ポ

ンプ車により海水を原

子炉補機冷却系に送水

する 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。また，大型送水ポンプ車は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。【62 条 20】【62 条 27】【63条

19】【64 条 60】【65条 8】【69 条 40】 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎７】 

島根２号機は，使用

時に自動で燃料補給が

可能な常設代替交流電

源設備を使用する 
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先行審査プラントの記載との比較表（補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。）の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

第２章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備

大量送水車又は大型送水ポンプ車のポンプ駆動用燃料は，大

量送水車付燃料タンク又は大型送水ポンプ車付燃料タンクに貯

蔵する。 

ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電設

備のA-ディーゼル燃料貯蔵タンク（以下「A-ディーゼル燃料貯

蔵タンク」という。），非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク（以下「B-ディーゼル燃料貯蔵タンク」とい

う。）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備のディーゼル

燃料貯蔵タンク（以下「ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。）

は，大量送水車及び大型送水ポンプ車の燃料を貯蔵できる設計

とする。 

・設備構成の相違

【柏崎 7】 

島根２号機の代替注

水他に使用する可搬型

設備は，大量送水車と大

型送水ポンプ車の 2 種

類である 

・他号機と共用しない

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は，4種類

のタンクから燃料補給

できる設計としている 

・設備構成の相違

【柏崎 7】 

島根２号機の代替注

水他に使用する可搬型

設備は，大量送水車と大

型送水ポンプ車の 2 種

類である 

・他号機と共用しない

【柏崎 7】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，ガスタービン発電機用

軽油タンク，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料

貯蔵タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリ及

びホースを用いて燃料を補給できる設計とする。 

【62条 8】【62条 16】【62条 21】【62条 28】【63条 20】 

【64条 8】【64条 31】【64条 61】【65条 9】【66条 12】 

【66条 28】【69条 9】【69条 15】【69条 21】【69条 26】 

【69条 29】【69 条 41】 

・設備構成の相違

【柏崎 7】 

島根２号機の代替注

水他に使用する可搬型

設備は，大量送水車と大

型送水ポンプ車の 2 種

類である 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は，4種類

のタンクから燃料補給

できる設計としている 

・他号機と共用しない

【柏崎 7】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号機は，補機駆

動用の燃料を補給する

設備として，ホースを使

用するため記載 
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先行審査プラントの記載との比較表（非常用取水設備の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

第２章 個別項目 

1. 非常用取水設備の基本設計方針

非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽は，設計基準事

故対処設備の一部を流路として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

【62条30】【62条39】【63条21】【63条33】【63条37】【63条41】

【63条47】【63条54】【64条15】【64条22】【64条36】【64条41】【65

条13】【69条43】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

設備設計の相違 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は，引き波

時の対策として海水ポ

ンプの長尺化により取

水機能を確保する設計

とする 
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